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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　袋の開口部を束ねてなる袋束ね部(S)に粘着テープ(2)を貼り付ける装置であって、結束
すべき前記袋束ね部(S)をガイドするガイド通路(31)と、前記ガイド通路(31)を横切るよ
うに粘着テープ(2)を導くレバー式のゲート(35)と、所定長さの粘着テープ(2)をテープボ
ビン(61)から繰り出しておくための繰出し機構と、を有する結束装置において、
　前記繰出し機構は、
　前記テープボビン(61)から前記ゲート(35)へ向けて繰り出される粘着テープ(2)が経由
する中継部材(64)を備え、該中継部材がゲート(35)及びテープボビン(61)の双方から離間
する離間位置と、双方に近接する近接位置との間で変位可能なテンションレバー(63)と、
　近接位置にある前記テンションレバー(63)を離間位置方向へ押圧するためのエアーシリ
ンダー(71)と、を有しており、
　前記エアーシリンダーのシリンダーロッド(72)には、ガイドホール(73)が形成されたプ
レート(74)が設けられ、
　結束操作の開始によって前記粘着テープ(2)が引っ張られると、前記テンションレバー(
63)が前記ガイドホール(73)に沿って案内されて、離間位置から近接位置へ変位し、
　近接位置に達すると、前記エアーシリンダー(71)が前記テンションレバー(63)を離間位
置方向へ押圧することによって、所定長さの粘着テープ(2)をテープボビン(61)から繰り
出し、
　繰り出し完了後には、前記エアーシリンダー(71)のピストンが引き込むことによって、
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前記シリンダーロッド(72)に設けたプレート(74)が元の位置へ戻るようになっている、
　ことを特徴とする結束装置。
【請求項２】
　テープボビン(61)の回転によって発生する慣性を無くすための慣性制御機構を備え、
　前記慣性制御機構は、
　前記テープボビン(61)に設けられたブレーキドラム(91)と、
　前記ブレーキドラム(91)に接触するように設けられたブレーキベルト(92)と、
　前記ブレーキベルト(92)に連結されており、前記テープボビン(61)に設けられた粘着テ
ープ(2)の巻回量に応じて回動するように設けられた回動レバー(8)と、を有しており、
　前記回動レバー(8)によって引っ張られたブレーキベルト(92)が前記ブレーキドラム(91
)に押し付けられて、前記テープボビン(2)にブレーキが作用し、
　粘着テープ(2)の繰り出しに伴って巻回量が減少するに従い、前記回動レバー(8)が回動
してブレーキベルト(92)に作用する張力が小さくなり、その結果、より弱いブレーキがテ
ープボビン(61)に作用する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の結束装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は結束装置に関し、特に、ビニール製袋などの開口部（口元）を束ねて袋束ね部
を形成し、当該袋束ね部に粘着テープを貼り付けることによって、袋の開口部を結束して
シールするための結束装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　菓子やパン類等の食料品その他の物品は、図８（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、ビニー
ル製の袋１１に収容された状態で販売されている場合がある。このような場合、袋１１の
開口部（袋口）は、当該開口部を束ねた部分（袋束ね部Ｓ）に粘着テープ２を巻き付ける
ことにより封止されている。そして、このような粘着テープ２を袋１１の袋束ね部Ｓに巻
き付けるための装置として、従来より図９に示すような結束装置１００が一般的に用いら
れている。
【０００３】
　以下、図９及び図１０に基づいて、従来の結束装置について説明する。
　図９は、従来の結束装置１００の概略構成を示す図である。
　図１０は、図９の結束装置１００を用いて、袋の開口部を結束している様子を示す図で
ある。
【０００４】
　図９に示す従来の結束装置１００は、巻回した粘着テープ２を備えた回転自在のテープ
ボビン１０１を有している。テープボビン１０１から繰り出された粘着テープ２は、回転
自在に設けられた歯車１０３等を介して、ガイド通路１０５へ導かれるようになっている
。ガイド通路１０５に導かれた粘着テープ２は、歯車１０３と貼付金具１０７との間にお
いて挟持されるようになっている。細長のガイド通路１０５は、装置フレーム１０９の外
側と内側空間１１１とが連通するように形成されている。
【０００５】
　上述した従来の結束装置１００を用いて袋の開口部を結束する際には、予め、当該袋の
開口部（袋口）を束ねて袋束ね部Ｓを形成しておく（図１０において袋束ね部Ｓを断面図
で示す）。次に、この袋束ね部Ｓを、装置フレーム１０９の外側からガイド通路１０５に
進入させる（図１０（Ａ））。続いて、図１０（Ｂ）に示すように、袋束ね部Ｓを歯車１
０３の山部（歯）１２１の間に形成された谷部（凹部）１２３に挿入するとともに内側空
間１１１の方向へ押し下げて、歯車１０３を図中時計回り方向に回転させる。
【０００６】
　すると、歯車１０３の谷部１２３内で、袋束ね部Ｓが粘着テープ２によって包囲される
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ようになる。そして、図１０（Ｂ）に示す状態から、さらに袋束ね部Ｓを下方へ押し下げ
ると、貼付金具１０７が反時計回り方向へ回動して当該貼付金具１０７を通過し（図１０
（Ｃ））、その結果、袋束ね部Ｓの周囲に粘着テープ２が貼付くこととなる。
【０００７】
　しかしながら、従来の結束装置には、以下に述べるような問題点があった。
【０００８】
＜粘着テープの貼り付けに関する問題点＞
　（一）　図１０に示すように、粘着テープ２をガイド通路１０５へ導くための歯車１０
３には、突き出た山部１２１が等角度間隔で複数形成されている。そのため、袋束ね部Ｓ
が歯車１０３を通過する際において、当該歯車の山部先端と貼付金具１０７との間に袋が
噛み込まれてしまうと、当該山部１２１が袋に穴（ピンホール）を明けてしまうという問
題があった。
【０００９】
　（二）　袋束ね部Ｓをガイド通路１０５に挿入して、歯車１０３を通過させる際に、歯
車１０３の山部（歯の先端部）１２１に袋が引っ掛かることがある。そして、袋を引っ掛
けたまま袋束ね部Ｓを押し下げると、歯車１０３の歯によって袋に穴（ピンホール）が明
いてしまうという問題があった。
【００１０】
　（三）　袋の大きさや材質によっては、折径が広くなると（束ね量が増えると）袋束ね
部Ｓの外径も大きくなってしまう。そうなると、歯車１０３の谷部１２３に、袋束ね部Ｓ
を挿入できない場合がある。そのため、従来の結束装置では、袋の材質や種類によっては
結束できない場合があった。
　そして、上記（一）乃至（三）で述べた問題点のために、厚みが薄いフィルムから成る
袋や、穴が明き易い材質のフィルムから成る袋については、従来の結束装置では結束する
ことができない場合があった。
【００１１】
＜粘着テープの繰り出しに関する問題点＞
　（四）　結束操作の際において、袋束ね部Ｓがガイド通路１０５を通過する際には、粘
着テープ２が袋束ね部Ｓに引っ張られて、所定長さの粘着テープ２が繰り出されるように
なっている。ところが、巻回した粘着テープを備えたテープボビン１０１には回転による
慣性が発生し、必要以上の長さの粘着テープが余分に繰り出されることとなる。そのため
、従来の結束装置には、結束操作の際の粘着テープの繰出し量が安定しないといった問題
があった。
【００１２】
　（五）　巻回した粘着テープを備えたテープボビン１０１が回転することによって慣性
が発生すると、繰出した先で粘着テープが弛むようになる（バタツキが生ずる）。そうな
ると、歯車１０３から粘着テープが外れるなどして、粘着テープ２がガイド通路１０５へ
送出されなくなるといった問題があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　そこで、上述した問題点に鑑み、本発明の目的は、袋の材質や厚み等に関わらず、結束
操作の際に袋に損傷を与えることなく当該袋を粘着テープで結束することを可能にすると
ともに、粘着テープを備えたテープボビンが回転することによって発生する慣性を制御す
ることによって当該粘着テープを安定的に繰出すことを可能にする結束装置を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的は、
　袋の開口部を束ねてなる袋束ね部(S)に粘着テープ(2)を貼り付ける装置であって、結束
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すべき前記袋束ね部(S)をガイドするガイド通路(31)と、前記ガイド通路(31)を横切るよ
うに粘着テープ(2)を導くレバー式のゲート(35)と、所定長さの粘着テープ(2)をテープボ
ビン(61)から繰り出しておくための繰出し機構と、を有する結束装置において、
　前記繰出し機構が、
　前記テープボビン(61)から前記ゲート(35)へ向けて繰り出される粘着テープ(2)が経由
する中継部材(64)を有し、該中継部材がゲート(35)及びテープボビン(61)の双方から離間
する離間位置と、双方に近接する近接位置との間で変位可能なテンションレバー(63)と、
　近接位置にある前記テンションレバー(63)を離間位置方向へ押圧するためのエアーシリ
ンダー(71)と、を有しており、
　前記エアーシリンダーのシリンダーロッド(72)には、ガイドホール(73)が形成されたプ
レート(74)が設けられ、
　結束操作の開始によって前記粘着テープ(2)が引っ張られると、前記テンションレバー(
63)が前記ガイドホール(73)に沿って案内されて、離間位置から近接位置へ変位し、
　近接位置に達すると、前記エアーシリンダー(71)が前記テンションレバー(63)を離間位
置方向へ押圧することによって、所定長さの粘着テープ(2)をテープボビン(61)から繰り
出し、
　繰り出し完了後には、前記エアーシリンダー(71)のピストンが引き込むことによって、
前記シリンダーロッド(72)に設けたプレート(74)が元の位置へ戻るようになっている、
　ことを特徴とする結束装置によって達成される。
【００１５】
　上記結束装置は、さらに、テープボビン(61)の回転によって発生する慣性を無くすため
の慣性制御機構を備え、
　前記慣性制御機構は、
　前記テープボビン(61)に設けられたブレーキドラム(91)と、
　前記ブレーキドラム(91)に接触するように設けられたブレーキベルト(92)と、
　前記ブレーキベルト(92)に連結されており、前記テープボビン(61)に設けられた粘着テ
ープ(2)の巻回量に応じて回動するように設けられた回動レバー(8)と、を有しており、
　前記回動レバー(8)によって引っ張られたブレーキベルト(92)が前記ブレーキドラム(91
)に押し付けられて、前記テープボビン(2)にブレーキが作用し、
　粘着テープ(2)の繰り出しに伴って巻回量が減少するに従い、前記回動レバー(8)が回動
してブレーキベルト(92)に作用する張力が小さくなり、その結果、より弱いブレーキがテ
ープボビン(61)に作用するようになっている。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、袋束ね部の結束に必要な粘着テープは、結束操作とは独立して予めテ
ンションレバーの中継部材とゲートとの間に繰り出されるようになっている。そのため、
１回の結束に必要な長さの粘着テープを、結束操作の度にテープボビンから繰り出す場合
と比べると、常に安定的に一定長さの粘着テープを袋束ね部側へ供給することができる。
【００１７】
　本発明によれば、テープボビンの慣性回転（惰性による回転）が防止されるので、粘着
テープが余分に繰り出されることを防止して、常に一定量の粘着テープだけを繰り出すこ
とが可能になる。その結果、結束すべき袋束ね部に対して、安定的に粘着テープを巻き付
けることが可能になる。また、ガイド通路へ送り出される途中の粘着テープが弛む（バタ
ツク）ことがないので、粘着テープがゲートや貼付部材等から外れるといった事態を防止
することもできる。
　また本発明によれば、粘着テープの巻き径が大きいほど、弾性部材の弾性変形量が大き
くなり、その結果、ブレーキの強さが大きくなる。一方、粘着テープの巻き径が小さいほ
ど、弾性部材の弾性変形量が小さくなり、その結果、ブレーキの強さが小さくなる。この
ように構成することにより、粘着テープの巻回量（巻き径）が減るに従って慣性力が減少
するのに合わせて、テープボビンに作用するブレーキ力を弱めることができる。その結果
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、過度のブレーキ力がテープボビンに作用することを常に防止するとともに、慣性力に応
じた適度のブレーキを効かせることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、添付図面に基づいて、本発明に係る結束装置の実施形態について詳細に説明する
。
【００１９】
（結束装置の概略構成）
　はじめに図１に基づいて、本発明に係る結束装置１の概略構成について説明する。図１
は、本発明に係る結束装置１の概略構成を示す図である。
【００２０】
　結束装置１は、図８に示すように袋１１の開口部を束ねて袋束ね部Ｓを形成し、当該袋
束ね部に粘着テープ２を巻き付け且つ貼り付けることによって、袋１１の開口部を結束し
てシールするための装置である。この結束装置１は、主として、バッグシーラー部３と、
当該バッグシーラーに対して着脱自在に構成されたテープセット部６とから構成されてい
る。
【００２１】
　結束装置１のバッグシーラー部３にはガイド通路３１が設けられており、当該ガイド通
路に対して袋束ね部Ｓを挿入して通過させることにより、粘着テープ２による袋１１の結
束が行われるようになっている。
【００２２】
　一方、テープセット部６は、回転自在に軸支されたテープボビン６１を有している。当
該テープボビン６１は、片面に粘着層を有する巻回状態の粘着テープ２を装着可能に構成
されている。結束操作が行われる際には、テープボビン６１に設けられた粘着テープ２が
繰り出され、バッグシーラー部３へ送り出されるようになっている。
【００２３】
（バッグシーラー部の構成）
　次に、図２に基づいて、結束装置１のバッグシーラー部３の構成について詳細に説明す
る。図２は、図１の結束装置１が備えるバッグシーラー部３を示す拡大図である。
【００２４】
　バッグシーラー部３は、主として、僅かに湾曲した細長のガイド通路３１が形成された
フレーム３３と、レバータイプの回動式ゲート３５と、レバータイプの回動式貼付部材３
７と、回動式のカッターレバー３９と、一端がフレーム３３に連結され他端が前記回動式
部材３５，３７，３９に連結された引っ張りバネ（弾性部材）４１，４３，４５と、を有
している。
【００２５】
　フレーム３３に形成されたガイド通路３１は、結束すべき袋の袋束ね部Ｓが通過可能な
幅を有しており、バッグシーラー部３の外側と内側空間４７とが連通するように形成され
ている。結束操作を行う際には、袋束ね部Ｓをフレーム３３の外側からガイド通路３１に
挿入して通過させ、結束完了後には内側空間４７を介して袋束ね部Ｓを抜き取るようにな
っている。
【００２６】
　粘着テープ２をガイド通路３１へ導くためのゲート３５は、軸３６を中心に所定角度だ
け回動自在に設けられ、「突出位置」と「引込位置」との間で変位するようになっている
（図１及び図２には突出位置を示す）。「突出位置」においては、ゲート３５の端部は、
図示するようにガイド通路３１を横切る方向へ突出する。一方、「引込位置」においては
、ゲート３５の全部または一部がガイド通路３１から引っ込み、当該ガイド通路を空けて
通過可能状態にする。テープボビン６１から繰り出された粘着テープ２は、非接着面側（
粘着剤付与面とは反対の側）でゲート３５に接触して、当該ゲート上を滑りながらガイド
通路３１へ導かれるようになっている。
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【００２７】
　袋束ね部Ｓに対して粘着テープ２を貼り付けるための貼付部材３７は、軸３８を中心に
所定角度だけ回動自在に設けられ、「突出位置」と「引込位置」との間で変位するように
なっている（図１及び図２には突出位置を示す）。「突出位置」においては、貼付部材３
７は、図示するようにゲート３５とは反対の側からガイド通路３１を横切る方向へ部分的
に突出する。一方、「引込位置」においては、貼付部材３７の全部または一部がガイド通
路３１から引っ込み、当該ガイド通路を空けて通過可能状態にする。この貼付部材３７に
は、袋束ね部Ｓへ貼り付けられる前の粘着テープ２の粘着剤付与面側が、一時的に付着す
るようになっている。
【００２８】
　カッターレバー３９は切断刃３９ａとアーム３９ｂとを有しており、軸４０を中心に所
定角度だけ回動自在に設けられ、「非切断位置」と「切断位置」との間で変位するように
なっている（図１及び図２には非切断位置を示す）。「非切断位置」においては、図示す
るようにアーム３９ｂがガイド通路３１を横切るように突出し、かつ、切断刃３９ａがガ
イド通路３１から引っ込むようになっている。一方、「切断位置」においては、アーム３
９ｂがガイド通路３１を空け、かつ、切断刃３９ａが粘着テープ２を切断するようにガイ
ド通路３１に突出するようになっている。
【００２９】
　ゲート３５に連結された引っ張りバネ４１は、バネ圧縮方向へ付勢することによって、
図２に示すようにゲート３５を常に突出位置に維持するようになっている。同様に、貼付
部材３７に連結された引っ張りバネ４３は、バネ圧縮方向へ付勢することによって、当該
ゲート３７を常に突出位置に維持するようになっている。また、カッターレバー３９に連
結された引っ張りバネ４５は、バネ圧縮方向へ付勢することによって、図２に示すように
当該カッターレバー３９を常に非切断位置に維持するようになっている。
【００３０】
（テープセット部の構成）
　次に、図１に基づいて、結束装置１のテープセット部６の構成について詳細に説明する
。
【００３１】
　テープセット部６は、主として、粘着テープ２の繰り出しに伴って回転するように軸支
されたテープボビン６１と、所定長さの粘着テープ２をテープボビン６１から繰り出すた
めの繰出し機構と、粘着テープ２を備えたテープボビン６１の回転によって発生する慣性
を無くすための慣性制御機構とを有している。
【００３２】
　繰出し機構は、結束操作とは独立して所定長さの粘着テープ２を予めテープボビン６１
から繰り出しておくための役割を担い、テンションレバー６３とエアーシリンダー（押圧
手段）７１とを含んで構成されている。なお、本発明において「所定長さ」の具体的寸法
は特に限定されず、たとえば１回の結束操作に必要な長さであってもよく、或いは、２回
以上の結束操作に必要な長さであってもよい。
【００３３】
　テンションレバー６３は、回転自在のローラー（中継部材）６４と、図１において紙面
垂直方向に突き出た回動規制軸６５とを備えている。このテンションレバー６３は、軸６
６を中心に所定角度だけ回動自在に設けられ、「離間位置」と「近接位置」との間で変位
するようになっている。テープボビン６１から繰り出された粘着テープ２は、中継部材と
してのローラー６４を経由して、バッグシーラー部３のゲート３５へ向けて送り出される
ようになっている。
【００３４】
　テンションレバー６３が離間位置にあるときには（図１において実線で示す）、ローラ
ー６４がゲート３５及びテープボビン６１の双方から離間した位置にあるようになってい
る。一方、近接位置（図１において仮想線で示す）にあるときには、ローラー６４がゲー
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ト３５及びテープボビン６１の双方に近接した位置にあるようになっている。
【００３５】
　なお、テンションレバー６３には、延伸方向に弾性変形させた引っ張りバネ（第４の弾
性部材）６７が連結されている。そのため、引っ張りバネ６７によるバネ圧縮方向の付勢
力によって、テンションレバー６３は図示するように離間位置に維持されるようになって
いる。
【００３６】
　押圧手段としてのエアーシリンダー７１は、仮想線で示す近接位置に達したテンション
レバー６３を離間位置方向（図１において上方向）へ押し戻す役割を担っている。このエ
アーシリンダー７１のシリンダーロッド７２の先端側には、長穴のガイドホール７３が形
成されたプレート７４が一体的に設けられている。
【００３７】
　なお、上述した回動自在のテンションレバー６３は、その回動規制軸６５がプレート７
４のガイドホール７３に差し込まれた状態で軸支されている。その結果、テンションレバ
ー６３が回動する際には、回動規制軸６５がプレート７４のガイドホール７３に案内され
て移動するようになっている。
【００３８】
　慣性制御機構は、粘着テープ２を備えたテープボビン６１の回転によって発生する慣性
を無くすための役割を担っている。当該慣性制御機構は、軸８１を中心に回動自在に設け
られた回動レバー８と、テープボビン６１に一体的に設けられたブレーキドラム９１と、
当該ブレーキドラム９１に接触するように設けられたブレーキベルト９２と、を含んで構
成されている。
【００３９】
　回動レバー８は、軸８１と、当該軸に一体的に設けられたレバー本体８２と、図１に示
すレバー本体の裏面側において軸８１に一体的に設けられた連結板８３と、レバー本体８
２の端部に回転自在に設けられたローラー８４とを有している。レバー本体８２の裏面側
に設けられた連結板８３は、レバー本体８２に対して異方向（所定角度をなす方向）に延
出するように、軸８１に一体的に設けられている。
【００４０】
　レバー本体８２の先端側に設けられたローラー８４は、テープセット部６に対する粘着
テープのセットの際に、巻回した粘着テープ２の最も外側の部分に当接させる。これによ
り、ローラー８４が、回転時の粘着テープ（非粘着面の側）２に接触して従動回転するよ
うになる。
【００４１】
　ブレーキベルト９２の一端側は、テープセット部６のフレーム６０の所定位置に固定さ
れている。また、ブレーキベルト９２の他端側は、延伸方向に弾性変形させた状態のスプ
リング９３を介して、回動レバー８の連結板８３に連結されている。延伸させたスプリン
グ９３を介して連結する結果、ブレーキベルト９２には常に張力が生じ、かつ、スプリン
グ９３の復元力（引っ張り力）によって回動レバー８が図中反時計回り方向に回転しよう
とする。
【００４２】
　その結果、回動レバー８のローラー８４は、巻回した粘着テープ２に常に押し付けられ
るので、回動レバー８は、テープボビン６１に設けられた粘着テープ２の巻回量（巻き径
）に応じて回動することとなる。
【００４３】
（バッグシーラー部の作用および効果）
　次に、図３及び図４に基づいて、結束操作を行う際のバッグシーラー部３の作用および
効果について詳細に説明する。
　図３は、バッグシーラー部３の一部を拡大して示す図であって、図１に示す結束装置１
を用いて結束操作を行っている様子を示している。
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　図４は、図３の続きを示す図であって、図１に示す結束装置１を用いて結束操作を行っ
ている様子を示している。
【００４４】
　結束装置１を用いて袋１１の開口部を結束する際には、予め、当該袋１１の開口部（袋
口）を束ねて、図８に示すように袋束ね部Ｓを形成しておく。次に、この袋束ね部Ｓを、
フレーム３３の外側からガイド通路３１に進入させる（図３（Ａ））。
【００４５】
　続けて袋束ね部Ｓをガイド通路３１に挿入しゲート３５に対して押し付けると、袋束ね
部Ｓが粘着テープ２の粘着層に当たって、袋束ね部Ｓに当該粘着テープが貼り付く。そし
て、貼り付いた粘着テープ２を引っ張りながら袋束ね部Ｓを押し進めると、引っ張りバネ
４１が延伸するとともにゲート３５が引込位置方向（図中時計回り方向）へ回動する。
【００４６】
　さらに、ゲート３５を通過させるとともに、貼付部材３７に対して袋束ね部Ｓを押し付
けると、引っ張りバネ４３が延伸するとともに貼付部材３７が引込位置方向へ回動し始め
る（図中反時計回り方向）。このとき、袋束ね部Ｓの押し込みに伴って、貼付部材３７に
一時的に貼り付いていた粘着テープ２が剥がされるとともに、図３（Ｂ）に示すように袋
束ね部Ｓの周囲を包囲するようになる。
【００４７】
　そして、貼付部材３７を通過させる過程で、引っ張りバネ４３による引っ張り作用によ
って貼付部材３７が粘着テープ２を袋束ね部Ｓに押し付け、その結果当該粘着テープ２が
袋束ね部Ｓの周囲に貼り付く（図４（Ｃ））。
【００４８】
　続いて、貼付部材３７を通過した袋束ね部Ｓをアーム３９ｂに押し付けると、引っ張り
バネ４５を延伸方向に弾性変形させながら、カッターレバー３９が図中時計回り方向に回
動して非切断位置から切断位置に変位する（図４（Ｄ））。そして、袋束ね部Ｓがアーム
３９ｂを通過する直前に、ガイド通路３１へ突き出て来た切断刃３９ａによって粘着テー
プ２が切断される。袋束ね部Ｓがアーム３９ｂを通過すると、引っ張りバネ４５の引っ張
り作用によって、カッターレバー３９が回動して非切断位置に戻るようになっている。
【００４９】
　以上の手順に経て１つの袋に対する結束操作が完了する。
【００５０】
　上述したバッグシーラー部３によれば、テープボビン６１から繰り出される粘着テープ
２をガイド通路３１へ導くためのゲート３５は、レバータイプのものとして構成されてい
る。このレバー式ゲートは、従来の結束装置の歯車に代えて設けられたものであるが、袋
束ね部Ｓと接触する箇所に凹凸形状（たとえば歯車の山部および谷部）を有しておらず、
滑らかな表面を有するように形成されている。そのため、ガイド通路３１に袋束ね部Ｓを
挿入して通過させる際に、ゲート３５と貼付部材３７との間において袋を噛み込むことは
ない。
【００５１】
　また、レバー式ゲート３５は歯車のような凹凸形状を有していないので、ゲート３５と
貼付部材３７との間を通過させる際に、袋が突起物（たとえば歯車の山部のようなもの）
に引っ掛かるといった事態が生ずることもない。
【００５２】
　その結果、従来の結束装置の問題であった袋に穴（ピンホール）を明けてしまうという
事態が生ずることはない。したがって、本発明によれば、薄いフィルムから成る袋や、穴
が開き易い材質のフィルムから成る袋であっても、袋に何ら損傷を与えることなく確実に
結束することが可能になる。
【００５３】
　さらに、本発明においてレバー状ゲート３５は、袋束ね部Ｓの通過に伴って突出位置か
ら引込位置へ変位可能に設けられている。したがって、袋束ね部Ｓの通過がゲート３５に
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よって妨げられることがないので、ガイド通路３１の幅とほぼ同程度の外径を有する袋束
ね部であっても、問題なくガイド通路３１を通過させることができる。そのため、大きな
外径を有する袋束ね部に関しては、単に回転だけする歯車状ゲートを備えた従来の結束装
置では結束困難であったが、本発明の結束装置であれば問題なく粘着テープを貼り付け結
束することが可能になる。
【００５４】
（テープセット部に設けた繰出し機構の作用および効果）
　次に、図５及び図６に基づいて、テープセット部６に設けた繰出し機構の作用および効
果について詳細に説明する。
　図５は、図１の結束装置１に設けられた繰出し機構の動作を示す図である。
　図６は、図５の続きを示す図であって、図１の結束装置１に設けられた繰出し機構の動
作を示している。
【００５５】
　結束操作を開始すると、袋束ね部Ｓは、粘着テープ２が貼り付いた状態でガイド通路３
１を移動する（図３（Ｂ）参照）。そのため、ゲート３５とローラー６４との間にある粘
着テープ２は、袋束ね部Ｓの移動に伴って引っ張られることとなる。したがって、結束操
作を開始すると、引っ張りバネ６７を延伸方向に弾性変形させながら、テンションレバー
６３が離間位置から近接位置方向へ回動し始める（図５（Ａ）における反時計回り方向の
回動）。
【００５６】
　このとき、プレート７４のガイドホール７３に沿って、テンションレバー６３の回動規
制軸６５が移動する。そして、回動規制軸６５がガイドホール７３の端（図示するガイド
ホールの下端）に到達すると、テンションレバー６３が近接位置に達することとなる（図
５（Ｂ））。
【００５７】
　テンションレバー６３が図５（Ｂ）に示す近接位置に達すると、エアーシリンダー７１
がプレート７４及び回動規制軸６５を介してテンションレバー６３を離間位置方向へ押圧
し始める。これにより、テンションレバー６３が粘着テープ２を引っ張りながら近接位置
から離間位置へ戻り始める（図６（Ｃ））。
【００５８】
　その結果、所定長さ（近接位置から離間位置に変位する際のローラー６４の移動距離に
等しい長さ）の粘着テープ２がテープボビン６１から繰り出される。このとき、粘着テー
プ２を備えた状態のテープボビン６１の慣性を無くすために、後述する慣性制御機構を利
用して、テープボビン６１に対しブレーキを効かすようにする。
【００５９】
　そして、粘着テープ２の繰り出し完了後には、エアーシリンダー７１のピストンが引き
込むことによって、シリンダーロッド７２の先端に設けたプレート７４が元の位置へ戻る
ようになっている（図６（Ｄ））。
【００６０】
　上述したステップを繰り返すことによって、バッグシーラー部３における結束操作とは
非同期的に、所定長さの粘着テープ２が予めテープボビン６１から繰り出されるようにな
っている。その結果、従来のように結束操作の度に必要な長さの粘着テープをテープボビ
ンから同時に（直接に）繰り出す場合と比べると、粘着テープを安定的に袋束ね部へ供給
することができる。
【００６１】
（テープセット部に設けた慣性制御機構の作用および効果）
　次に、図７に基づいて、結束操作を行う際の慣性制御機構の作用および効果について詳
細に説明する。図７は、図１の結束装置１に設けられた慣性制御機構の動作を示す図であ
る。
【００６２】
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　回動レバー８は、スプリング９３を介して常にブレーキベルト９２を引っ張るように設
けられている。その結果、ブレーキベルト９２がブレーキドラム９１に押し付けられて摩
擦抵抗が生じ、テープボビン６１にブレーキが作用するようになっている。
【００６３】
　ただし、本発明において回動レバー８は、テープボビン６１に設けられた粘着テープ２
の巻回量（巻き径）に応じて回動する。すなわち、粘着テープ２の巻回量が大きいときに
は、ブレーキベルト９１に作用する張力が大きくなり、その結果より強いブレーキがテー
プボビン６１に作用する（図７（Ａ））。
【００６４】
　そして、粘着テープ２の繰り出しに伴い巻回量が減少して（図７（Ｂ））、回動レバー
８がスプリング９３の弾性変形量を減らす方向（図中反時計回り方向）へ回動すると、よ
り弱いブレーキがテープボビン６１に作用するようになっている。
【００６５】
　上述した慣性制御機構を備えた結束装置１によれば、粘着テープ２の巻回量（巻き径）
が減るに従って慣性力が減少するのに合わせて、テープボビン６１に作用するブレーキ力
を弱めることができる。その結果、過度のブレーキがテープボビン６１に作用することを
常に防止するとともに、慣性力に応じた適度のブレーキを効かせることが可能になる。
【００６６】
　また、テープボビン６１の慣性回転（惰性による回転）が防止されるので、粘着テープ
２が余分に繰り出されることを防止して、常に一定量の粘着テープだけを繰り出すことが
可能になる。その結果、結束すべき袋束ね部Ｓに対して、安定的に粘着テープを巻き付け
ることが可能になる。また、ガイド通路３１へ送り出される途中の粘着テープ２が弛む（
バタツク）ことがないので、粘着テープ２がゲート３５や貼付部材３７等から外れるとい
った事態を防止することもできる。
【００６７】
　以上、本発明に係る結束措置の実施形態について詳細に説明した。なお、本発明の実施
形態は上述したものに限定されず、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内において種
々の改変が可能であることに留意されたい。
【００６８】
　たとえば、結束装置１のバッグシーラー部３は、ガイド通路３１の幅を調節可能に構成
されていてもよい。これにより、必要に応じてガイド通路３１のスペースを広げることが
できるので、従来の結束装置ではガイド通路に挿入すらできなかった袋（袋束ね部の外径
が大きくなるような袋）であっても、問題なく結束することが可能になる。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明は、袋の材質や厚み等に関わらず、結束操作の際に袋に損傷を与えることなく当
該袋を粘着テープで結束することを可能にするとともに、粘着テープを備えたテープボビ
ンが回転することによって発生する慣性を制御することによって当該粘着テープを安定的
に繰出すことを可能にする結束装置を提供するのに好適である。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明に係る結束装置の概略構成を示す図である。
【図２】図１の結束装置が備えるバッグシーラー部を示す拡大図である。
【図３】バッグシーラー部の一部を拡大して示す図であって、図１に示す結束装置を用い
て結束操作を行っている様子を示している。
【図４】図３の続きを示す図であって、図１に示す結束装置を用いて結束操作を行ってい
る様子を示している。
【図５】図１の結束装置に設けられた繰出し機構の動作を示す図である。
【図６】図５の続きを示す図であって、図１の結束装置に設けられた繰出し機構の動作を
示す図である。
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【図７】図１の結束装置に設けられた慣性制御機構の動作を示す図である。
【図８】結束装置を用いて結束処理された袋を示す図である。
【図９】従来の結束装置の概略構成を示す図である。
【図１０】図９の結束装置を用いて、袋の開口部を結束している様子を示す図である。
【符号の説明】
【００７１】
Ｓ　　　　　　　袋束ね部
１　　　　　　　結束装置
２　　　　　　　粘着テープ
３　　　　　　　バッグシーラー部
６　　　　　　　テープセット部
８　　　　　　　回動レバー
１１　　　　　　袋
３１　　　　　　ガイド通路
３３　　　　　　フレーム
３５　　　　　　ゲート
３６　　　　　　軸
３７　　　　　　貼付部材
３８　　　　　　軸
３９　　　　　　カッターレバー
３９ａ　　　　　切断刃
３９ｂ　　　　　アーム
４０　　　　　　軸
４１　　　　　　引っ張りバネ（第１の弾性部材）
４３　　　　　　引っ張りバネ（第２の弾性部材）
４５　　　　　　引っ張りバネ（第３の弾性部材）
４７　　　　　　内側空間
６０　　　　　　フレーム
６１　　　　　　テープボビン
６３　　　　　　テンションレバー
６４　　　　　　ローラー（中継部材）
６５　　　　　　回動規制軸
６６　　　　　　軸
６７　　　　　　引っ張りバネ（第４の弾性部材）
７１　　　　　　エアーシリンダー（押圧手段）
７２　　　　　　シリンダーロッド
７３　　　　　　ガイドホール
７４　　　　　　プレート
８１　　　　　　軸
８２　　　　　　レバー本体
８３　　　　　　連結板
８４　　　　　　ローラー
９１　　　　　　ブレーキドラム
９２　　　　　　ブレーキベルト
９３　　　　　　スプリング
１００　　　　　従来の結束装置
１０１　　　　　テープボビン
１０３　　　　　歯車
１０５　　　　　ガイド通路
１０７　　　　　貼付金具
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１０９　　　　　装置フレーム
１１１　　　　　内側空間
１２１　　　　　山部（歯）
１２３　　　　　谷部（凹部）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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